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▲吉田運輸株式会社（写真右　代表取締役社長　吉田 金七 氏）

▲旭登興業株式会社　岩本 浩敏 氏 ▲やまと運輸株式会社橿原営業所　片山 博行 氏

　公益社団法人全日本トラック協会　坂本克己会長から交通事故防止等運動期間中の功績により表彰状が

授与されました。

（優秀事業所表彰）

（優秀従業員表彰） （優秀従業員表彰）

全日本トラック協会全日本トラック協会
「正しい運転・明るい輸送運動」表彰受賞「正しい運転・明るい輸送運動」表彰受賞
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奈良県産業振興総合センターへ

子どもの自転車事故防止のための冊子

交通安全・労災防止対策委員会

運輸労連　坂井俊文中央書記次長 来県

事業主・運行管理者事故防止セミナー

各地域交通安全運動
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（写真の説明）
１月号表紙作品名　窯変茶碗「四神」
青龍は、玄武・白虎・朱雀とともに、
東西南北の四方を守る神とされています。



日　：令和６年３月28日㈭
場所：奈良県産業振興総合センタ一

奈良県産業振興総合センターへ奈良県産業振興総合センターへ

　塚本 哲夫 奈良県トラック協会長は、箕輪 成記 産業振興総合センタ一長を訪問し、トラック業界の2024
年問題への取り組等について、稲葉 水穂 産業振興総合センタ一部長心得同席のもと報告・説明しました。
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▲写真中央が箕輪センター長



　令和６年３月29日（金）、奈良県トラック協会の森本好美 御所支部長が、春田晋治御所市教育長に「自
転車事故防止のため活用して下さい」と冊子をお渡しました。

　春田教育長は、「冊子の内容を見ますと、自転車に乗るときは、ヘルメット着用すること、さまざまな事故、
道路ではどこを走るか、止まること、安全を確認すること等、イラストや写真でわかりやすい。新学期に、
中学生全員と小学生高学年に配布し、交通事故に遭わないように指導していきます。」と話をされました。

子どもの自転車事故防止のための冊子子どもの自転車事故防止のための冊子
【自転車事故を防ぐには？ 監修 蓮花一己帝塚山大学名誉教授】【自転車事故を防ぐには？ 監修 蓮花一己帝塚山大学名誉教授】
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▲写真左から嶋谷 辰也 市民協働部長、森本支部長、春田教育長、葛原 清志 地域協働安全課長、阿部 昭一 地域協働安全課主幹



日時：令和６年４月17日㈬ 午後１時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：中担当副会長、委員７名、役員１名、事務局１名　　以上10名

第１回交通安全・労災防止対策委員会第１回交通安全・労災防止対策委員会

▲生地 廣行 氏

▲西川委員長

　 「労働安全衛生について」
　⑴　 令和５年・６年業種別労働災害発生状況について
　⑵　 道路貨物運送業における労働災害発生状況（奈良県：平成26年～令和5年）

について
　⑶　 令和６年度全国安全週間実施要綱について（陸上貨物運送事業の労災防止

対策は保護帽の着用）
　⑷　 36協定届作成における注意事項について
　　　　奈良労働局 労働基準部 健康安全課 地方産業安全専門官　生地 廣行 氏

指示事項

⑵　子どもの事故防止 足型ストップマーク普及
事業について

　　　奈良県交通安全母の会と連携し、令和５年
度は８市町村へ合計1,000枚配布したことを
報告した。

⑶　奈良・針トラックステーションの施設利用状
況について

　　　令和５年４月から令和６年２月における大
型トラックの立寄台数が161,027台で、東神ト
ラックステーションに次ぐ、全国２位であっ 
たことを報告した。

⑷　令和６年度（第５回）３ヵ月無災害運動につ
いて

　　　６月から８月までの３カ月間、事業場にお
いて自主的な労働災害防止活動を展開し、労
働災害ゼロの達成と継続を目標として実施さ
れることを説明し、運動への参加を要請した。

⑸　ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペー
ンについて

　　　熱中症が増加する５月から９月まで、厚
生労働省及び労働災害防止団体により予防に
関する周知・啓発が実施されることを説明し、

⑴ 　飲酒運転の根絶につ
いて

　　　飲酒運転事故が、
令和５年中に全国で
23件発生しているこ
とを受け、飲酒運転
防止対策の徹底を要
請した。

暑さ指数に応じた予防対策の徹底を要請した。
⑹　運転者の雇用確保対策について
　　　運送業界への就職促進を図るため、新卒者

向けパンフレットを作成し、奈良県内５カ所
のハローワーク窓口に設置及び求職者への配
布を依頼したことを報告した。

⑺　セミナー等の実施状況について
　　　第４回働き方改革セミナー（12/6）、陸

運事業者のための安全マネジメント研修会
（2/5）

　　　第２回トラック運送事業者のための人材確
保・労働環境改善セミナー（2/16）

⑻　陸災防奈良県支部令和６年度事業計画（案）
について

　　　令和６年度は、労働災害防止５カ年計画の
２年度として、労働災害の多くを占めている
荷役労働災害防止、交通労働災害防止及び健
康確保対策を最重点課題として対策を推進す
ることを説明した。

議　　題
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運輸労連　坂井俊文中央書記次長 来県運輸労連　坂井俊文中央書記次長 来県
　令和６年４月19日（金）、全日本運輸産業労働組合連合会 坂井俊文 中央書記次長、同産業政策部・業種
対策部　伊加　和副部長、運輸労連大阪府連　堂原 浩 副執行委員長が来県しました。
　奈良県警察本部を訪問し、松井高志 交通部長と玉垣潔士交通規制課長に「荷捌き施設」整備に係る、ご
支援に対する感謝の言葉を伝えました。
　その後、奈良県トラック協会において、これまでの「荷捌き施設」の整備と運輸労連の関りなどについて
話をされました。
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▲右が、松井高志 交通部長　　
　左が、坂井俊文 中央書記次長

▲写真右から、浦久保幸浩執行委員長、坂井俊文中央書記次長、伊加 和副部長、堂原 浩副執行委員長、藤野九一書記長

▲写真左が玉垣潔士交通規制課長



日時：令和６年４月３日㈬ 午後１時～
場所：グランドメルキュール奈良橿原

事業主・運行管理者事故防止セミナー事業主・運行管理者事故防止セミナー

　近畿交通共済協同組合（坂田喜信理事長）は、一般社団法人日本快眠協会 今枝 昌子代表理事を講師に、
事故防止セミナー（「睡眠力を鍛える」～事故防止と健康問題の解決）を開催しました。

　中 秀夫副理事長は、「昨年、全国の交通事故死者数が８年ぶりに前年比増加し、
子どもや高齢者の事故が夕方や夜に多く、トラックドライバーは、交差点を通過
する際は、歩行者や自転車がいないことを十分に確認することが大切です。常に、
相手の立場に配慮し、思いやりの気持ちをもった行動をとることが求められてい
ます。」と、開会の挨拶。　

　今枝講師は、「従業員の睡眠管理を怠ると体調不良による長期離脱や離職リスクが高まる。労働災害を引
き起こす可能性もあり、睡眠向上は、事故防止と健康度の高い従業員の育成につながる。」と、足裏快眠法
を含めた話をされました。

　その後、開催された「奈良地域組合員会・中 秀夫奈良地域代表」の事故防止活動では、大型トラックに
よる自転車の左折巻き込み事故と防止対策について説明がありました。
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高速道路の
入口付近で啓発

っていることになる。横断歩道
での事故は減ってきているが、
横断歩道のない道路を横断して
いる際の事故が増加傾向にあ
る」と昨年の交通情勢について
述べ、交通安全を訴えました。
啓発は京奈和道へ国道24号から
進入する際の右折レーンを活
用。コーンで安全なスペースを
確保して運転席のドライバーに

「春の交通安全運動です。安全
運転でお願いします」と声をか
けながら啓発品を配布していま
した。

　コロナ禍で３年ぶりとなった
五條地域（支部長・辰己千里氏）
は、京奈和自動車道五條北イン
ターチェンジの出入り口近くで
啓発活動を実施しました。啓発
に先立ち、支部長の代理として
辰己優美 株式会社ベストライ
ン専務取締役が「事故のないよ
う安全安心で啓発に取り組んで
いただきたい」とあいさつ。五
條警察署の交通課 企画規制係
の齋藤龍 警部補は「昨年全国
では2,678人が交通事故で亡く
なった。２時間に１人、亡くな 
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五　條　地　域五　條　地　域 日時：令和６年４月11日㈭　午前10時30分～
場所：五條北I.C.付近（五條市）

▲㈱ベストライン専務取締役 辰己 氏



通勤通学客らに
向けて啓発

通学中の子どもたちに歩み寄
り、交通安全を心がけましょう
と訴えかけました。
　郡山警察署の中井義男署長か
ら「高齢者が自転車乗車中に事
故に遭った際、ヘルメットを着
用していたことで大きなケガを
防ぐことができました。一件で
も多く痛ましい事故を防げるよ
う、皆で努力して参りましょう」
とのお話もあり、車の運転者、
自転車での通行者、歩行者それ
ぞれに意識を高めることが安全
安心な交通社会実現に不可欠で

　例年より遅い桜の開花となっ
た今春。暖かな花曇りの朝に
JR郡山駅周辺で啓発活動を行
いました。
　活動を始めるにあたり、大和
郡山市の上田清市長が「こうし
た啓発活動や、毎日の横断歩道
の見守りなど、日常の一つひと
つの積み重ねによって安全が守
られています。本日も明るく声
掛けを行いましょう」と挨拶。
　郡山地域のメンバーは、同駅
の改札前と東西の各ロータリー
それぞれにおいて、通勤者や、

あると再認識しました。
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郡　山　地　域郡　山　地　域 日時：令和６年４月８日㈪　午前７時30分～
場所：ＪＲ郡山駅周辺

▲通勤、通学中の方々も足を止めて耳を傾けてくれました

▲上田清市長も啓発

▲郡山警察署の中井義男署長



ショッピングモールで
啓発

行動をするとともに身近な方が

交通事故にあうことがないよう

日々、声掛けをしていただきた

い」と述べました。式ではソ

フィア東生駒こども園の園児が

キッズポリスとなって合唱。県

立国際中学校・高等学校の吹奏

楽部（部員24人）による演奏や、

イオンモールの横田ゼネラルマ

ネージャーの交通安全宣言、パ

トカーの出発式など多彩な催し

がありました。奈良地域の会員

の他、各関係団体や生駒西署、

生駒署の署員らが手分けして、

　奈良地域は桜が満開に咲き誇

る土曜日にイオンモール奈良登

美ヶ丘店で啓発。多田薫副支部

長ら5人が参加しました。活動

に先立ち奈良西警察署の岡田俊

則署長があいさつ。「昨年奈良

県では1日あたり約110件の交通

事故があり、2週間に1人の方が

交通事故によりお亡くなりに

なっている。県警ではこうした

事故を少しでも減らそうと悪質

な速度違反、横断歩行者妨害や

飲酒運転などの取締りを実施し

ている。皆さんそれぞれが安全

啓発。買い物に訪ずれた親子連

れや演奏に見入っている方など

に「春の交通安全運動にご協力

を」と呼びかけていました。
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▲あいさつする岡田俊則奈良西署長

▲多田薫副支部長（中央）

奈 良 地 域奈 良 地 域
「令和6年春の交通安全運動合同セレモニー」　生駒署・奈良西署
日時：令和6年4月6日㈯　午前11時～
場所：イオンモール奈良登美ヶ丘店（生駒市鹿畑町）

「春の交通安全市民決起大会」　奈良警察署
日時：令和6年4月10日㈬　午後1時30分～
場所：なら100年会館　中ホール



交通弱者に
配慮するよう呼びかけ

ので小学校、幼稚園、これから
スタートする方もいる。交通弱
者と言われる、小さい子供や老
人に気をつけて運転するよう、
ひと声掛けて、啓発品を渡して
ください」とあいさつ。参加し
た支部の11人は、天理署の署員
による「止まれ」の旗を合図に
停車した自動車のドライバーや
同乗者に「春の交通安全運動期
間です。運転には気をつけてく
ださい」などと声をかけ、タオ

　天理地域は天理警察署の協力
のもと、やまのべホール西側道
路で南方向へ行く自動車ドライ
バーに啓発活動を実施しまし
た。啓発に先立ち天理警察署の
北川真也交通課長は「交通安全
期間も折り返しを過ぎ、15日ま
でですが、１件でも事故を減ら
せるように活動していただきた
い」と述べました。巽冨美夫支
部長は「ドライバー等への啓発
活動は３年ぶり。４月になった

ルや吉野杉箸、啓発チラシなど
が入った啓発品（150セット）
を配布しました。
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天　理　地　域天　理　地　域 日時：令和６年４月12日㈮　午前10時30分～
場所：天理市 やまのべホール（旧天理市民会館）前

▲北川真也 交通課長

▲巽 冨美男 支部長



飲酒運転を根絶

バーの視認性が一番落ちてくる
時間帯での活動となる。けがの
ないよう啓発活動に取組んでい
ただきたい」としました。（一財）
奈良県交通安全協会桜井支部協
会の山岸正光会長のあいさつに
続いて、桜井警察署の宮野勝夫
署長は「奈良県では今日現在、
交通事故で３名の方が亡くなっ
ている。期間中、今日まで死亡
事故はなかった。このままご協
力をお願いしたい」と述べまし
た。桜井地域からは８人の支部
員が参加して幟を持っての声掛
けなどドライバーらにアピール

　桜井地域は運動期間最終日の
夕方、桜井市内の関係各団体や、
やまとまほろばロータリークラ
ブ、桜井高校の学生らと「卑弥
呼の里、交通事故死ゼロを目指
す日」に参加しました。冒頭、
桜井市交通対策協議会の会長で
もある松井正剛市長があいさ
つ。「飲酒運転は自分自身をコ
ントロールできない人によって
起こる犯罪。私たちが力を合わ
せて飲酒運転を絶対させないと
いう強い意志をもって飲酒運転
根絶の機運の醸成を図っていき
たい。夕方は薄暮というドライ

しました。
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桜　井　地　域桜　井　地　域 日時：令和６年４月15日㈪　午後４時～
場所：桜井市　箸中南交差点付近

▲宮野勝夫署長



高齢者、二輪車事故の
防止を徹底

えていきましょう」などと強調。
高田警察署の朝山昭彦署長が春
の交通安全週間のポイントを説
明した後、参加者は市庁舎前の
道路の歩道から警察官の誘導で
停車した車に「スピードを控え
歩行者には注意するようにして
ください」などと声を掛けてい
ました。
　啓発品を寄贈した西川直利支
部長は「物流を支えるプロドラ
イバーの視点から、今後も地域
の交通安全の実現に貢献してい

　高田地域は、大和高田市交通
対策協議会（会長・堀内大造市
長）主催の啓発活動に参加し、
市庁舎前の道路を通りかかった
ドライバーに高田支部から寄贈
した啓発品を配りながら安全運
転の徹底を呼びかけました。
　活動の冒頭、市庁舎１階のロ
ビーであいさつした堀内市長は

「官民が一体となり交通安全の
意識啓発ができる絶好の機会。
高齢者、そして自転車など二輪
車の事故防止に重点を置き、訴

きたい」とあいさつしました。
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高　田　地　域高　田　地　域 日時：令和６年４月８日㈪　午前11時～
場所：大和高田市庁舎前道路

▲寄贈した啓発品を手に堀内大造市長（右）と西川支部長（中央）

▲朝山昭彦署長



交通弱者の事故を防止

啓 発 活 動
交通安全教室

は子供の事故が多い時期。保護
者だけでなく地域が一体となり
事故防止に努めましょう」など
とあいさつ。高田警察署の朝山
昭彦署長は自転車のヘルメット
着用を呼びかけ、森本支部長は
啓発品を御所署に寄贈しました。

園児にトラックの死角を説明　
　幼児交通安全教室は、幸町保
育所で開かれました。森本支部
長がトラックのイラストを使い

「座席の高い運転席からは見え
ないところがあるのでトラック

　御所地域は、春の交通安全県
民運動の初日、官民一体の街頭
啓発活動に参加し、子供や高齢
者など交通弱者の事故防止の徹
底などを呼びかけました。また
市が交通安全週間に合わせて、
奈良県警、交通安全母の会と連
携して実施している『幼児交通
安全教室』にも森本好美支部長
が出向き、危険なトラックの死
角に注意するよう園児に指導し
ました。
　啓発活動では冒頭、東川裕御
所市長が「新学期を迎えた４月

の周りでは絶対に遊んではいけ
ません」などと説明。寄贈した
啓発品の折り紙を園児の代表に
手渡しました。
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▲啓発品を朝山昭彦署長（右）に手渡す森本支部長

▲あいさつする東川裕市長

▲園児にトラックの死角を説明

御 所 地 域御 所 地 域
日時：令和６年４月６日㈯　午後４時～
場所：スーパーライフ御所店前広場
日時：令和６年４月12日㈮　午前10時～
場所：市立幸町保育所



運転には細心の注意を

増えています。声をかける際は
車に十分に注意してください」
などとあいさつ。同庁舎の大久
保充敏所長は「日頃から地域の
交通安全活動にご尽力いただき
感謝申し上げます」と謝辞を述
べました。

　宇陀・吉野地域は、宇陀市の
国道165号西峠交差点で啓発活
動を行い、桜のシーズンを迎え
た吉野山を訪れるため通りか
かった家族連れのドライバーら
に用意した啓発品を手渡しなが
ら「慣れない山道は危険。運転
には細心の注意を払ってくださ
い」などと呼びかけました。
　活動は毎回、桜井警察署の協
力を受け実施しています。裏大
二支部長は宇陀警察庁舎で参加
者を前に「山間部の桜も開花し、
西峠交差点でも土日の交通量が

14

宇陀・吉野地域宇陀・吉野地域 日時：令和６年４月13日㈯　午前10時～
場所：宇陀市榛原 国道165号 西峠

▲大久保充敏所長

▲あいさつする裏大二支部長



吉野路から
交通事故を無くそう

察署の柿内利成署長は県内の交
通情勢等を説明し「警察として
は安全安心で快適な交通社会の
実現に向けて期間中はもちろん
運動後も継続して交通安全教育
や啓発活動、各種交通事故の対
策に推進していきたい」と意気
込みを語りました。
　式の後、各団体の参加者は交
通安全の標語の入ったエコバッ
グなどの啓発品を信号待ちの自
動車やトラックの運転手らに配
布していました。また、櫻本貴
大支部長から吉野署へ啓発品の

　春の交通安全運動が始まる前
の日に吉野地域は、関係する５
つの団体と協力して啓発活動に
参加しました。活動に先立ち吉
野地区交通対策協議会会長の中
井章太吉野町長があいさつ。「明
日から15日までの10日間、交通
マナーの啓発等々させて頂く期
間となる。桜の時期と重なり、
吉野山には多くの方がお越しに
なる。一人でも多くの方に交通
安全の啓発をさせていただき、
安心安全に楽しんでいただけれ
ば」とのべました。また吉野警

吉野杉箸やタオル、自転車の反
射板を寄贈しました。
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吉　野　地　域吉　野　地　域 日時：令和６年４月５日㈮　午前10時～
場所：大淀町 芦原南交差点

▲中井章太吉野町長も啓発に参加（右側）

▲柿内利成吉野署長



期間終了後も
交通安全を心掛けて

の加害者にも被害者にもあわせ
ない、ということに日頃から取
り組んで頂いていると思うが、
一人でも多くの方に啓発の内容
を伝えて、悲惨な事故から守っ
ていくことが大事」と述べまし
た。
　啓発は交差点中央のゼブラ
ゾーンと呼ばれる場所や交差点
西側などで信号待ちのドライ
バーらに「15日まで交通安全運
動期間です、安全運転にご協力
を」と声をかけながら、タオル
や吉野杉箸、自転車の反射板な

　橿原地域は通勤帰りなどの車
が多くなる平日の夕方、警察署
前の四条町交差点周辺で、啓発
活動を実施しました。啓発に先
立ち、乾浩之支部長は「啓発に
際しては車に注意して事故のな
いよう、また各事業所におかれ
ては期間中はもちろん、期間が
終わっても安全運転を徹底して
事故のないようにやっていただ
きたい」とあいさつ。橿原警察
署の今西寿広署長は「今日は多
くの学校で始業式があり、やが
て新入生も入学してくる。事故

どの啓発品を手渡していまし
た。

16

橿　原　地　域橿　原　地　域 日時：令和６年４月８日㈪　午後５時～
場所：橿原警察署前

▲乾浩之支部長

▲あいさつする今西寿広署長



道の駅の来訪者にも
交通安全を呼び掛け

のドライバーや歩行者に「15日
まで春の交通安全運動期間で
す」「安全運転をお願いします」
と丁寧に呼びかけながら啓発品
を手渡しました。
　活動の終わりに天理警察署の
北川真也交通課長は「この活動
はドライバーに安全運転を心が
ける良い影響を与えています。
各事業所でも引き続き事故のな
いよう、交通安全にご協力をお
願いします」と述べました。

　田原本地域（支部長・萩原良
介）は唐古・鍵遺跡前交差点で
啓発活動を実施しました。啓発
に先立ち、萩原良介支部長が

「この啓発活動を通じて事故が
ひとつでも減るように頑張りま
しょう。奈良県警の方と一緒に、
皆さんも事故に気を付けて啓発
活動を」とあいさつ。
　啓発活動は支部の参加者15人
と天理署の署員らが南北方向の
車線に分かれて待機。信号待ち
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田  原  本  地  域田  原  本  地  域 日時：令和６年４月８日㈪　午後２時～
場所：道の駅レスティ唐古・鍵周辺

▲あいさつする萩原良介支部長（右か
ら2人目）と北川交通課長（右端）



自転車事故を減らそう

して啓発活動をし、安全運転や
安全行動に対して機運を上げて
いければと思っている。なお交
通事故の件数は減ってきてお
り、今年奈良県ではピーク時に
くらべて過去２番目に交通死亡
事故が減ってきている。ただ事
故は1件でも発生してしまうと、
その事故で悲しまれる方がそれ
以上の数でいらっしゃる。これ
からもみなさんと一緒に活動し
ていきたい」と述べました。廣
瀬久雄支部長は「子どもの自転
車事故が多くなっているので、

　西和地域は好天に恵まれた日
曜の朝、ショッピングに訪れる
家族連れらに啓発活動を実施し
ました。活動は西和警察署の署
員や上牧町交通安全協会西和協
会上牧町分会と協力。反射板や
タオル、吉野杉箸と啓発チラシ
をセットして、「交通安全運動
の期間中です」と声をかけなが
ら、配りました。
　啓発活動終了後、西和警察署
の吉村敏一交通課長は「今日は
多くの方に配れた。これが終
わったあとも引き続き一年を通

子どもと高齢者の交通安全に貢
献したい、子どもの自転車事故
を1件でも減らしたい」と話し
ていました。
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西　西　和和　地　域　地　域 日時：令和６年４月14日㈰　午前10時～
場所：上牧町 ラスパ西大和 正面玄関付近

▲吉村敏一交通課長

▲幟を持って交通安全を呼びかける廣瀬久雄支部長と会員



　

・単調な直線区間では、視野が
一点に固定されやすく、意識が
低下し、眠気に襲われることが
あります。

・周囲に目を配り、少しでも眠気
を感じたら休憩をとりましょう。

・渋滞で停止している車列の末
尾につくと、後続車に追突され
るおそれがあります。

・前方に渋滞を確認したら早め
に、ハザードランプを点滅させて
減速し、できるだけ長い区間低
速で走行して追突されないよう
にしましょう。

・停止車両の乗員が本線には
み出してきたり、停止車両の陰
から飛び出して来る危険があり
ます。

・停止車両を見つけたらスピード
を落とし、停止車両の周辺に歩
行者がいないかを確認し、安全
な間隔をとって側方通過しましょ
う。

高速道路では、思いもよらない「まさかの事故」が発生
しています。
一瞬の不注意が重大な事故につながることから、常に緊
張感を持って運転しましょう。

交交通通量量のの少少なないい直直線線区区
間間をを走走行行ししてていいるる

渋渋滞滞ししたた高高速速道道路路をを走走
行行ししてていいるる

停停止止車車両両のの側側方方をを通通過過
すするる

県県内内のの事事業業用用貨貨物物自自動動車車がが関関係係すするる交交通通事事故故発発生生状状況況

３３ 高高速速道道路路のの交交通通事事故故「「ままささかかのの事事故故」」にに注注意意ししよようう

（データは概数）

１１ 県県内内のの交交通通事事故故発発生生状状況況

（データは概数）

２２

奈奈 良良 県県 警警 察察 本本 部部 かか らら

件 件 件

件 件 件

死者数 人 人 人

負傷者数 人 人 人

件 件 件

令和６年

物損事故件数

区　　分

人身事故件数

令和5年 増減数

４月１５日現在(概数)

総件数

４月1５日現在(概数)

件 件 件 １日に約 件

件 件 件 １日に 件

死者数 人 人 人 約３５日に 人

負傷者数 人 人 人 １日に約 人

件 件 件 １日に約 件

区　　分

人身事故件数

総件数

令和６年 増減数 備　　考令和5年

物損事故件数
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奈良県警察本部からのお知らせ
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事故対から

事
故
対
か
ら

事 故 対 か ら の お 知 ら せ

令和６年度（２０２４年度） 運行管理者等一般講習のご案内  

独独立立行行政政法法人人自自動動車車事事故故対対策策機機構構奈奈良良支支所所  

  

当当支支所所がが開開催催すするる令令和和６６年年度度運運行行管管理理者者等等一一般般講講習習ににつついいてて下下記記ののととおおりりごご案案内内ししまますす。。貴貴社社のの選選任任運運

行行管管理理者者のの受受講講歴歴をを確確認認しし、、本本年年度度のの受受講講がが義義務務づづけけらられれてていいるる方方にに、、必必ずず受受講講ささせせててくくだだささいい。。ななおお、、    

平平成成２２４４年年４４月月１１６６日日以以降降「「新新たたにに選選任任ししたた運運行行管管理理者者」」ででああっってて、、基基礎礎講講習習受受講講履履歴歴ががなないい方方にに対対ししててはは、、一一

般般講講習習ででははななくく、、基基礎礎講講習習をを受受講講ささせせててくくだだささいい。。ままたた、、運運行行管管理理者者試試験験のの受受験験資資格格をを得得たたいい方方、、補補助助者者のの

選選任任要要件件をを得得たたいい方方はは基基礎礎講講習習をを受受講講ししててくくだだささいい。。  

※ 一般講習受講履歴の有無については、「運行管理者等指導講習手帳」にて確認してください。 

 

 

 

１１．． 開開催催日日・・会会場場等等    （（例例年年とと実実施施時時期期、、実実施施会会場場をを変変更更ししてておおりりまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。））  

■ 一一般般講講習習    

開開催催年年月月日日  対対象象（（種種別別））  開開催催会会場場  申申込込開開始始日日  

令令和和  ６６年年  ８８月月  ７７日日（（水水））  貨貨物物    

奈奈良良県県人人権権セセンンタターー  

（（奈奈良良市市大大安安寺寺一一丁丁目目2233 番番11 号号））  

令令和和６６年年６６月月４４日日～～  
令令和和  ６６年年  ８８月月  ８８日日（（木木））  貨貨物物  

令令和和  ７７年年  ２２月月  ５５日日（（水水））  貨貨物物  
令令和和６６年年１１２２月月２２日日～～  

令令和和  ７７年年  ２２月月  ６６日日（（木木））  貨貨物物  

● 受付時間は、９：１０～９：５０です。 講習時間は、９：５０～１６：００頃です。  

 

 

２２．．申申込込開開始始日日  

    上表にてご確認ください。 なお、定員に限りがございますので早めのお申し込みをお願いします。 

 

３３．．申申込込のの方方法法  

自動車事故対策機構（NASVA）のホームページ （「ナスバ」で検索） 

https://www.nasva.go.jp を開き、「講習のご予約」をクリックしてください。 

※ 予約にはメールアドレスが必要です。 

※ メールアドレスがない等でホームページから予約ができない場合にはご相談ください。 

 

４４．．受受講講料料  

１名様:  一般講習 ３，２００円 

 

５５．．そそのの他他  本講習に関するご連絡は当支所あてお願いします。  電話 ０７４２－３２－５６７１ 
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令和６年度（２０２４年度） 運行管理者等基礎講習のご案内 

  

独独立立行行政政法法人人自自動動車車事事故故対対策策機機構構奈奈良良支支所所  

  

当当支支所所がが開開催催すするる令令和和６６年年度度運運行行管管理理者者等等基基礎礎講講習習ににつついいてて下下記記ののととおおりりごご案案内内ししまますす。。  

平平成成２２４４年年４４月月１１６６日日以以降降「「新新たたにに選選任任ししたた運運行行管管理理者者」」ででああっってて、、基基礎礎講講習習受受講講履履歴歴ががなないい方方にに対対しし

ててはは、、一一般般講講習習ででははななくく、、基基礎礎講講習習をを受受講講ささせせててくくだだささいい。。ままたた、、運運行行管管理理者者試試験験のの受受験験資資格格をを得得たたいい

方方、、補補助助者者のの選選任任要要件件をを得得たたいい方方はは基基礎礎講講習習をを受受講講ししててくくだだささいい。。  

※ 基礎講習受講履歴の有無については、「運行管理者等指導講習手帳」または基礎講習修了証書で確認してください。 

※ 旅客の基礎講習を修了されても、貨物の運行管理者試験の受験資格を得ることはできません。同様に貨物の基礎講習を    

修了されても、旅客の運行管理者試験の受験資格を得ることはできません。 

 

 

 

 

１１．． 開開催催日日・・会会場場等等    （（例例年年とと実実施施時時期期、、実実施施会会場場をを変変更更ししてておおりりまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。））  

  

■ 基基礎礎講講習習 

開開催催年年月月日日  対対象象（（種種別別））  開開催催会会場場  申申込込開開始始日日  

令令和和６６年年６６月月１１２２日日～～１１４４日日  貨貨物物  奈奈良良県県人人権権セセンンタターー  

（（奈奈良良市市大大安安寺寺一一丁丁目目 2233 番番 11 号号））  

令令和和６６年年４４月月９９日日～～  

令令和和６６年年１１１１月月２２００日日～～２２２２日日  貨貨物物  令令和和６６年年９９月月１１７７日日～～  

● 講習時間は、１日目 １０：００～１６：３０頃、２日目 ９：３０～１６：３０頃、３日目 ９：３０～１６：００頃です。 

 

  

２２．．申申込込開開始始日日  

    上表にてご確認ください。 なお、定員に限りがございますので早めのお申し込みをお願いします。 

 

３３．．申申込込のの方方法法  

自動車事故対策機構（NASVA）のホームページ （「ナスバ」で検索） 

https://www.nasva.go.jp を開き、「講習のご予約」をクリックしてください。 

※ 予約にはメールアドレスが必要です。 

※ メールアドレスがない等でホームページから予約ができない場合にはご相談ください。 

 

４４．．受受講講料料  

１名様:  基礎講習 ８，９００円 

 

５５．．そそのの他他  本講習に関するご連絡は当支所あてお願いします。  電話 ０７４２－３２－５６７１ 
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飲酒運転の根絶を目指して



23

資
料
編

全ト協から

全
ト
協
か
ら

　　2024 年 2 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

128.47 114.48 126.83

　　2024 年 2 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 125.21 114.40 133.78

出光昭和シェル 142.13 114.56 120.75

キグナス

コスモ 121.00 114.58 126.00

その他 127.33 114.43 122.03

　　2024 年 2 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 131.20 114.91 128.25

30～50キロリットル未満 120.55 114.73 117.55

50～100キロリットル未満 121.00 113.00

100キロリットル以上 121.60 113.10

　　2024 年 2 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 131.00 114.28 119.75

30～60日未満 127.84 114.19 127.91

60日以上 141.00 116.60

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2023年10月 123.15 109.56 121.41

2023年11月 123.48 112.04 122.61

2023年12月 127.55 114.57 122.51

2024年１月 127.60 114.47 125.74

2024年２月 128.47 114.48 126.83

※消費税抜きの価格となります。

令和６年３月25日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2024年２月）



6

フォークリフトによる労働災害を分析すると、フォークリフトのオペレーター（運転手）による
不適切な運転操作や、フォークリフトで持ち上げていた荷物の荷崩れ、
またフォークリフトと別の作業者との接触など、オペレーターならびに周辺にいた
他の作業者が本来禁止されている行動を取ったことによる事例が多くありました。

3

事
１
例

事
２
例

フォークリフトアップ（上昇）時の安全不確認により被災者が
コールドロールボックスパレットの下敷きに（死亡災害）

歩行者立入禁止エリアにいた被災者が
フォークリフトと接触（死亡災害）

　オペレーターがフォークリフトの
フォークを上昇させた際に、そばに
あったコールドロールボックスパ
レットがフォークに引っかかり、前方
に倒れました。パレットの近くで作業
を行っていた被災者は倒れてきたパ
レットを避けることができず、倒れた
パレットの下敷きとなりました。

　コンテナへの荷積み場所となって
いるフォークリフト走行エリア内で
フォークリフトを運転していました。
フォークリフトを後退させたところ、
近くを歩いていた被災者に接触しま
した。なお、被災者は社内ルールで定
められているフォークリフト走行エ
リアに入ったことで接触しました。

フォークリフト
使用時における
死亡災害

％17.5
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重大な労働災害を防ぐためには
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周囲の作業者の注意事項

その他、事業者・作業者は
次のような対策を講じましょう

▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策 フォークリフトのオペレーターやその周囲の作業者は、
定められたルールを守り、適切な行動を徹底しましょう

 作業手順書を作成しましょう

 複数の作業者で荷役作業を行う場
合は、作業指揮者を配置しましょう

 フォークリフトに係る安全研修を実施
しましょう

●周囲の安全を確かめながら運転操作を行いま
しょう。特に、フォークに荷がある時には急な上
昇・下降、旋回などは行わないようにしましょう

●フォークリフトの用途外使用をしないようにし
ましょう

●フォークリフトの操作に慣れていない場合は、
一定期間は指導者の指導の下で作業を行うよう
にしましょう

●自分の周囲に注意を払いながら作業を行うよう
にしましょう

●接触事故を防ぐために、歩行者立入禁止エリア（フォー
クリフト走行エリア）に立ち入らないようにしましょう

禁止されている行動を取ってしまうことで、災害に繋がるケースが多くなっ
ています。自分や周りの作業者を守るため、各事業場で定められたルールを
守り、適切な行動を徹底しましょう。

オペレーターの注意事項

フォークリフトは、技能
講習を修了した者等が
運転できます。

最大荷重1トン未満：特別教育
最大荷重1トン以上：技能講習

保護帽に有資格者であ
ることが分かるように
シールを貼りましょう。

注意！

ひ と こ と
アドバイス

運転者シール
（イメージ）
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近畿交通共済からのお知らせ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チ ラ シ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を

近近畿畿共共済済はは、、組組合合員員ののみみななささままとと一一体体ととななっってて事事故故防防止止にに努努力力ししてていいまますす

お問い合わせ・ご連絡は 当組合奈良事務所 ０７４２―９０－０５１０



トラック協会・陸災防奈良県支部

５月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

24 金 1３：00 ～ 奈ト協　第51回定時総会／陸災防奈良県支部　第62回通常総会 グランドメルキュール奈良橿原

26 日 移動健康診断 奈良県トラック会館

６月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

23 日 移動健康診断 奈良県トラック会館
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人事のお知らせ 令和６年４月１日付

適正化事業課　兼　業務課係員
 　野口　海斗

新規採用



 
「適正化事業・巡回指導報告書」  

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和６年３月実施結果

調査事項 調査件数 指導件数 指導率

Ⅰ.事業計画等

１．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。

２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。

３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。

４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。

５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。

６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等）

７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。

８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。

Ⅱ 帳簿類の整
備、報告等

１．事故記録が適正に記録され、保存されているか。

２．自動車事故報告書を提出しているか。

３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。

４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。

５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る）

Ⅲ 運行管理等

１．運行管理規程が定められているか。

○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。

３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 ③
４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。

○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。

６．過積載による運送を行っていないか。 ☆

○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。

８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。

９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。 ☆

．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。

○ ．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。

○ ．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 ①
○ ．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 ③

Ⅳ 車両管理等

１．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。

○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。

３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 ③
４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。

○ ５．定期点検及びその保存がされているか。

Ⅴ 労基法等

１．就業規則が制定され、届出されているか。

２．３６協定が締結され、届出されているか。

３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く）

○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。

Ⅵ 法定福利
１．労災保険・雇用保険に加入しているか。

２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。

Ⅶ 運輸安全
マネジメント

１．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 ②

指 導 件 数 合 計 0 0%
（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計

通常 件 件 件 件 件 件 件
新規参入 件 件 件 件 件 件 件
新規 他 件 件 件 件 件 件 件
特別 労 件 件 件 件 件 件 件

特別 他 件 件 件 件 件 件 件
総合 件 件 件 件 件 件 件

 

令和６年３月実施状況

計画件数 実施件数

８件 ６件

 

実施件数合計 

１０４件 

 

令 和 ５ 年 度 月 別 実 施 件 数
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数
４月 １７件 ８月 １１件 １２月 ７件
５月 ７件 ９月 ９件 １月 ６件
６月 ８件 １０月 １５件 ２月 ８件
７月 ６件 １１月 ４件 ３月 ６件
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適正化事業・巡回指導報告書（令和６年３月)



 
「適正化事業・巡回指導報告書」  

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

項 目 別 指 導 結 果

調査事項 調査件数 指導件数 指導率

Ⅰ.事業計画等

１．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。

２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。

３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。

４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。

５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。

６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等）

７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。

８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。

Ⅱ 帳簿類の整
備、報告等

１．事故記録が適正に記録され、保存されているか。

２．自動車事故報告書を提出しているか。

３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。

４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。

５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） ③

Ⅲ 運行管理等

１．運行管理規程が定められているか。

○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。

３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 ④
４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。

○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 ⑧
６．過積載による運送を行っていないか。 ☆

○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。

８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。

９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。 ☆

．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 ⑤
○ ．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。

○ ．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 ①
○ ．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 ②

Ⅳ 車両管理等

１．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。

○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。

３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 ⑦
４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。

○ ５．定期点検及びその保存がされているか。

Ⅴ 労基法等

１．就業規則が制定され、届出されているか。 ⑨
２．３６協定が締結され、届出されているか。

３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く）

○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 ⑥

Ⅵ 法定福利
１．労災保険・雇用保険に加入しているか。

２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 ⑩
Ⅶ 運輸安全

マネジメント
１．運輸安全マネジメントの実施は適正か。

指 導 件 数 合 計

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計

通常 件 件 件 件 件 件 件
新規参入 件 件 件 件 件 件 件
新規 他 件 件 件 件 件 件 件
特別 労 件 件 件 件 件 件 件

特別 他 件 件 件 件 件 件 件
総合 件 件 件 件 件 件 件

 

令 和 ５ 年 度 実 施 状 況 

年間目標件数 実施件数 目標件数に対する実施率

１８０件 １０４件 ５７．８％

 

29

資
料
編

奈ト協から

奈
ト
協
か
ら



ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）普通貨物車が横断歩道横断中の電動車いすと衝突事故

事業用自動車事故事例 №105



Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内
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（（５５月月号号用用））  

  

事事業業主主のの皆皆様様へへ  
 

労働保険年度更新のご案内 
 
  
  

令令和和６６年年度度 労労働働保保険険（（労労災災保保険険・・雇雇用用保保険険））のの年年度度更更新新期期間間はは、、  

６６月月３３日日（（月月））かからら７７月月１１００日日（（水水））ままででととななりりまますすののでで、、  

期期間間中中のの申申告告・・納納付付ををおお願願いいししまますす。。 
 

電電子子申申請請のの利利用用又又はは郵郵送送にによよるる提提出出がが可可能能でですす。。

 

年度更新申告書は、５月末頃に発送予定です。

 
※※令令和和６６年年４４月月１１日日付付でで、、労労災災保保険険率率ななどどがが一一部部改改定定さされれてていいまますすののでで、、令令和和

６６年年度度概概算算保保険険料料算算定定時時ははごご注注意意下下ささいい。。 
 

詳詳ししくくはは、、下下記記ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  
  

奈奈良良労労働働局局総総務務部部 労労働働保保険険徴徴収収室室  
ＴＴＥＥＬＬ ００７７４４２２－－３３２２－－００２２００３３  
  
ままたたはは、、管管轄轄労労働働基基準準監監督督署署・・ハハロローーワワーークク（（公公共共職職業業安安定定所所））  
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奈良労働局からのお知らせ
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定 時 総 会 の 日 程

会 員 各 位

公益社団法人奈良県トラック協会

第５１回定時総会の日程について

１　日　時
　　令和６年５月２４日（金）　午後１時

２　場　所
　　グランドメルキュール奈良橿原（旧ザ橿原）
　　　　橿原市久米町６５２－２　℡ ０７４４－２８－６６３６

３　議　事
　　○　令和５年度事業報告及び決算承認に関する件　他

- 1 -

会 員 各 位

公益社団法人奈良県トラック協会

第５０回定時総会の日程について

１ 日 時

令和５年５月２９日（月） 午後１時

２ 場 所

ザ橿原

橿原市久米町６５２－２ ℡ ０７４４－２８－６６３６

３ 議 事

○ 令和４年度事業報告及び決算承認に関する件

監査報告

○ 役員の選任に関する件



日時：令和６年４月10日㈬ 午後４時～
場所：奈良県トラック会館

奈良県 奈良英彦　産業部兼知事公室 次長　来訪奈良県 奈良英彦　産業部兼知事公室 次長　来訪

　４月１日付の奈良県の人事異動により、奈良英彦 産業部次長、野田康彦 産業創造課長、吉村宗浩 経営
支援課長、宮阪浩一 産業創造課 参事 投資推進官、経営支援課 森田英樹 主幹、鈴木由衣 係長が来訪され、
当協会の塚本哲夫会長が応対しました。
　奈良次長からは、組織対応力の向上のための組織改編に伴う各課の所掌事務等の説明がありました。その
後、脱炭素・水素社会実現に向けた戦略やモビリティ分野で水素需要の塊の創出に向け利活用についてお話
がありました。
　塚本会長からは、2024年問題へのトラック運送業界の取組み状況、人材確保、労務費面での価格転嫁等に
ついて報告しました。
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▲写真右から、
奈良英彦次長、野田康彦産業創造課長、吉村宗浩経営支援課長、宮阪浩一投資推進官、森田英樹主幹、鈴木由衣係長、塚本哲夫会長
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発行　公益社団法人　奈良県トラック協会

編集発行人　塚本哲夫
編集委員長　竹長至暁
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